
 

 

会 議 録 

会議の名称 令和６年度第２回つくば市図書館協議会 

開催日時 令和７年（2025 年）１月 30 日 開会 14:00 閉会 16:00 

開催場所 つくば市立中央図書館 ２階 集会室 

事務局（担当課） 教育局 中央図書館 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

 

圷文雄委員（会長）、鷲田美加委員、齋藤てる委員、呑海沙

織委員、丹間康仁委員、鐵見咲希委員、伊藤佳子委員、杉本

まき子委員、松尾みずほ委員、井上秀次委員 

その他  

事務局 

 

柴原徹館長、玉木正徳副館長、中川憲二館長補佐、川田美紀

係長、細田麻美係長、村松ななみ主事 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ０名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 

 

 

 

つくば市立図書館条例及び条例施行規則の改正について 

令和６年度中央図書館重点事業の中間報告 

令和６～８年度図書館運営上の指標と数値目標について 

中央図書館のより快適な利用のためのリノベーションについ

て 

複合機能を持つ新たな図書館の整備検討について 

その他 

 

会議録署名人 呑海委員、丹間委員 確定年月日 令和７年３月 日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 館長挨拶 

３ 会長挨拶 

４ 議事 

５ 閉会 



 

 

 ＜審議内容＞ 

１ 開会 

○事務局：皆様、お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。た

だいまから、令和６年度第２回つくば市図書館協議会を開催いたします。

会議時間は２時間を予定しております。本日の進行を務めさせていただき

ます。よろしくお願い申し上げます。 

本日の会議は、委員数 13 名のうち 10 名のため、出席者数が委員の過半数

に達しておりますので、つくば市立図書館条例施行規則第 26 条第２項の規

定により、会議が成立しましたことを御報告いたします。 

また、本会議は公開となっております。傍聴人の方の参加があるかと思

いますので、御承知おきください。会議内容につきましては、会議資料と

議事録を合わせて一般に公開される予定でございます。議事録作成のため

録音させていただきますので、予め御了承ください。 

また、議事録を作成するにあたり、議事録署名人を選任させていただき

ます。よろしいでしょうか。 

〔委員了承〕 

○事務局：ありがとうございます。 

 

２ 館長挨拶 

○事務局：続きまして、館長から御挨拶申し上げます。お願いいたします。 

〔館長挨拶〕 

○事務局：ありがとうございました。 

 

３ 会長挨拶 

○事務局：続きまして、会長から御挨拶をいただきたいと思います。会長よろ

しくお願いします。 

〔会長挨拶〕 

○事務局：ありがとうございました。それでは議事に移りたいと思います。つ

くば市立図書館条例施行規則第 25 条第３項の規定により、会長は会務を総



 

 

理し、協議会を代表するとありますので、議事進行につきましては、会長

にお願いいたします。 

○会長：はい。それでは早速始めます。 

 

４ 議事 

○会長：議事１番、つくば市立図書館条例及び条例施行規則の改正について、

事務局の方からお願いいたします。 

〔議事１ 事務局説明〕 

○会長：はい。委員から何かございますか。 

○委員：御説明いただきましてありがとうございました。８ページ、第２条の

２で、これまで分館的機能を持った交流センター図書室という位置付けだ

ったものが、「分室」という位置付けに変わったというお話をいただきま

した。名実が一致したことで客観的にもわかりやすくなり良かったと思っ

ております。これまで以上に連携を深めてサービスを行っていただけたら

嬉しいと思います。 

○会長：他にございますか。 

○委員：やはり同じく分室のことについてなんですけれども、この分室という

のは、図書館法でいうところの「図書館」ではないということでしょう

か。 

○事務局：扱いとしては「図書館」です。 

○委員：「分室」という名称を使うけれども、図書館として運用するというこ

とですね。そうすると、コピーなどもできるということですか。 

○事務局：そうですね。著作権法第 31 条のところの規定にかかってくるので、

可能です。ただ、４か所のそれぞれを見ますと、図書室にはコピー機自体

がないので、実際の運用については今後検討していく必要はあるかと思い

ます。 

もう１つ付け加えますと、茨城県の公共図書館と大学附属図書館が入っ

ております、県のネットワークがありまして、そこで相互貸借として図書

館同士で本の貸し借りをしています。今回の改正によって、分室である４



 

 

か所の交流センター図書室もそこに加盟できるようになります。 

○会長：はい。現在は交流センター図書室の運営は業務委託されているそうで

すけれども、中央図書館の職員が１人入っているといいなと思います。そ

の方が中央図書館との連携がスムーズになるかなと思いました。 

○事務局：平成 19 年度までは、中央図書館から４交流センター図書室に正職員

を１人ずつ、駐在という形で派遣しておりました。駐在の正職員と臨時職

員がカウンター業務等を行っていたのですが、平成 20 年度からは業務全般

を委託することになりました。組織と人員体制についても充実できるよう

に、我々も要望しながら進めていければとは思っております。 

○委員：どういった事情で完全に委託することになったのですか。 

○事務局：実際のところはちょっと分かりません。 

○委員：その時の要因がもし強く残っているのであれば、正職員を１人置いた

としても再度頓挫してしまうこともあるかなと思いました。もちろん正職

の方がいらっしゃるに越したことはないと思います。 

○会長：これから追々考えていくということでね。それでは、議題１について

は、よろしいですか。議題２、令和６年度中央図書館重点事業の中間報告

について、事務局からお願いいたします。 

〔議事２ 事務局説明〕 

○会長：それでは５点出ておりましたので、１点目から順に議論していきまし

ょう。サービスポイントの拡充について、御意見のある方はどうぞ。 

○委員：ブックポストの増設について質問します。３か月で998冊の返却があっ

たということで、図書館を利用されている方にとっては利便性が高まった

と認識しました。今回のみどりのプールへの設置によって、市内全域では

何か所のブックポストが設置されていることになるんでしょうか。 

○事務局：はい。中央図書館、谷田部・筑波・小野川・茎崎の４つの交流セン

ター図書室を除き、ブックポストを設置している場所は、計８か所になり

ます。５か所の交流センター、つくば市役所のコミュニティ棟、かとりだ

い交流館、今回のみどりのプールを加えて、全部で８か所です。 

また、ブックポストの設置について検討したいと思っているのが、つく



 

 

ば駅の構内です。しかし、これは御相談したところ現状難しいようです。

駅構内の通路部分は茨城県の管轄であり、県道の扱いです。県の土木事務

所に申し入れしたところ、立ち飲み屋やカフェなどがあって、スペースが

ないということでした。ファミリーマートから改札側については、県では

なく駅の管轄なので、以前駅長にお話ししたところ、ファミリーマートも

少し改札寄りに売り場、棚を増やしていて場所がないということで、現状

では難しいとのことでした。 

つくば駅が難しいということで、駅前にあります BiVi つくば２階の窓口

センターに置けないか協議しているところです。窓口センターはつくば市

の管轄です。しかし、駅に比べると閉まっている時間が長いので、果たし

て利便性が高まると言えるのか検討しているところです。 

○委員：実際に駅前にブックポストを置いている自治体はありますし、非常に

利便性が高いので、ぜひ進めていただきたいと思います。 

10 ページの図２の写真を見ますと、「ブックポスト」と文字が大きく書

いてあって、デザインとしてはわかりやすいと思いました。しかし、既に

図書館を利用されている方にとっては、本を返却できる場所だとわかるの

ですが、まだ図書館を利用していない方や、普段利用しづらい、図書館か

ら離れたところに住んでいる方などにとっては、「あっ、ここで図書館の

本が返せるんだ」と知ってもらえる機会ですので、「ブックポスト」に宣

伝のような役割も与えたほうが良いのではないかと思います。今は日本語

で「ブックポスト」と書いてありますが、さまざまな方が、そこで本が返

却できることはもちろん、つくば市には図書館があるのだとがわかるよう

に、ぜひ工夫していただきたいと思います。 

○会長：はい。つくば駅にブックポストを置くには条件が悪かったということ

でしたが、つくばには駅が４つありますよね。他の駅についても難しいの

でしょうか。 

○事務局：まだつくば駅しか検討していません。 

○会長：分かりました。駅は４つあるので、ぜひ検討してみてください。 

○委員：すみません。つくば駅はもちろん主要な駅だと思いますが、御存知の



 

 

とおり、研究学園駅もやはりニーズの高い場所だと思います。市役所に既

に置いてあるとしても、研究学園駅構内に置くと良いと思います。むしろ

つくば駅は中央図書館が比較的近いので、研究学園駅の方も確認していた

だきたいと思います。 

○会長：事務局、考慮しておいてください。次に、電子図書館サービスの拡充

に関して、委員の皆様何かございますか。 

○委員：はい。電子書籍の収集方針と紙媒体の資料の収集方針について、どう

分けていくのか、現段階で何かありましたらお聞きしたいです。 

○事務局：はい。収集方針については、現在内部で見直しをしているところで

す。電子書籍については、これまでの資料収集方針の中では想定できてお

りませんでしたので、現在協議しているところです。 

○事務局：現段階では、電子書籍の選定についても、基本的に図書の収集方針

に準ずることとしています。しかし、電子書籍特有の良いところもあるの

で、紙媒体の資料の収集方針から多少外れるようなものであっても、電子

書籍としての持ち味が生かせるものであれば、十分検討し、購入する、と

いう方向で考えています。 

○委員：ありがとうございます。館内のスペースが限られているということが

課題となっていたかと思いますので、今仰られたように、収集方針を分け

て、紙の良さと電子書籍の良さを両方生かせるように考えていただきたい

と思います。 

○会長：13 ページの利用状況を見ると、随分小中学生の利用が多いですね。小

中学生は、いつ電子書籍を読んでいるんでしょうか。学校で読んでるの

か、自宅に持ち帰って読んでるのか、それはわかりますか。 

○事務局：はい。システムで統計を出すことはできるのですが、その観点での

算出はしていませんでした。何時にアクセスしたかという記録は残りま

す。 

○会長：児童生徒はタブレットで、自宅で電子書籍を読むこともできますよ

ね。自宅で読んでいるのか、学校で読んでいるのか、今後分かりましたら

教えてください。 



 

 

○委員：お伺いしたいんですが、13 ページの統計で貸出点数と閲覧点数が分か

れていますが、貸出をしなくても閲覧できるのでしょうか。学校で読むと

きは「閲覧」であって、「貸出」だと自宅で読んでいるとか、そのような

違いなのでしょうか。 

○事務局：電子書籍には「読み放題パック」というものがありまして、それは

貸出をせずに、同時に何人でもアクセスして読めるというものになりま

す。借りずに読めますので、そちらは閲覧数の方に入ってきます。 

○委員：それは、小中学生に限らず一般の利用者も読めるのですか。 

○事務局：はい、一般の方でも読み放題パックは読めます。 

○委員：ありがとうございます。 

○会長：それでは３番、自動車図書館に関して。 

○委員：はい。会議資料を頂戴してずっと読んでいったときに、この 14 ページ

の自動車図書館のデザインのイラストが目に留まって、大変嬉しい気持ち

になりました。前回の３号車の導入の際にも、皆さんが考えられたイラス

トで素晴らしい車両ができましたが、今回の車両は四季を表現していて、

つくばらしいキャラクターが躍動していて、どうしてこれほど素敵なデザ

インを考えられるんだろう、と感激しました。楽しみにしております。 

○会長：はい。このデザインは誰が考えてるんですか。プロの方に依頼してい

るんですか。 

○事務局：いえ、プロに近いぐらいの職員がおりまして。 

○委員：資料の右側に「林田製作所」と書いてあったので、そちらの業者の方

が考えられたのかなと最初思ったのですが、先ほどの御説明で、市役所の

職員の方でこういうものを考えられる方がいると伺って、驚きました。素

晴らしい人材ですね。この車両を見たら、追いかけたくなりそうです。 

○委員：はい。３号車のときからすごく可愛らしいなと思っていました。図書

館を市民に広めるという意味で、広報性があるものになると思います。こ

のデザインに絞るまでにいくつか段階があったと思うのですが、「こうい

う自動車図書館のデザインを考えています」と前の段階から市民に公開し

て、「皆様どのデザインがいいですか」と市民に問いかけるのもいいんじ



 

 

ゃないかなと思いました。今後、改修をしたり、新しい図書館を作ったり

していくにあたり、「このコーナーのデザインを考えています」のような

形で、市民を巻き込むことに活用できたらいいのではないかと思いまし

た。 

○事務局：ありがとうございます。後ほど、議題５のところでも触れようかと

思っていたのですが、新しい図書館を検討するに当たって、市長の方から

一つ具体的な指示があったのが、市民意見を丁寧に聞きながらやってい

く、ということでした。そのため、新しい図書館に関してどのように市民

意見を集めるかということが課題になるかと思います。アンケート調査な

のか、来ていただいた来館者に聞き取りを行うのか、何かイベント的なこ

とを立ち上げて、そこで楽しく意見が言えるような形をとるのか。図書館

懇話会のときには、シンポジウムをやって、その後グループディスカッシ

ョンをやって、グループごとに発表をして、それで出てきた意見を元に提

言書ができた、という経緯がありました。あのような形式もいいかと思い

ます。 

方法は多種多様だと思うんですけども、色んなことを試しながら、１つ

でも多くの御意見をいただきながら進めていければなと思っています。 

○委員：今回、この会議資料を見たときに、やはり図柄というのがすごくキャ

ッチーで、目に留まりましたので、視覚に訴えるような集客の仕方がいい

のかなと思いました。文章で書かれても、普段から興味がない方は読む気

にならないと思います。 

○会長：次に、最初の館長挨拶の中にもありましたが、中央図書館の施設改修

について、御意見がありましたらお願いします。よろしいですかね。 

それでは、議事３番、令和６～８年度図書館運営上の指標と数値目標に

ついて、事務局からお願いいたします。 

〔議事３ 事務局説明〕 

○会長:はい。この目標値の赤字になってるのは、何でしたっけ。 

○事務局：前回第１回会議で頂戴した御意見を踏まえ、修正させていただいた

ところです。 



 

 

○会長：分かりました。それでは、項目が多いので順にやっていくのも難しい

ですから、どこでも御意見、御質問がありましたらどうぞ。 

○委員：はい。５番のレファレンス受付件数のところで、取り消し線で消して

ある部分ですが、これは何か意図があって削除をなさったんでしょうか。

というのは、私が仲間内で話したときに、レファレンスについての PR が足

りないんじゃないかという意見を聞いたところでしたので。特に PR は予定

していない、PR が必要ないという意味ですか。 

○事務局：いえ、決してそういうわけではありません。 

○委員：示すまでもないから、ということですかね。 

○事務局：決して PR しないということではなく、レファレンス業務の中ではも

ちろん PR をしていきます。ただ、今回、目標値の設定理由の記述として記

載する必要はないのではないか、ということで文言を削除しております。

PR しないということではございません。 

○会長：はい。委員お願いします。 

○委員：はい。ありがとうございます。15 ページ、１－４の視聴覚資料の貸出

点数についてですが、近年、動画音楽配信サービス等の普及が進んだため

著しく減少している、ということで新たに目標数値を設定されたというこ

とでした。 

関連することとしてお伝えしたいのですが、視聴覚資料を希望される方

に対するサービスとして、「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」と

いうものがあります。近隣の図書館でも採用しているところが非常に多い

と私は認識しています。非接触型で、クラシックを中心に、多くの楽曲を

聴くことができるということで、今後電子書籍と合わせて検討してもいい

のではないかと思いました。御検討いただければと思います。 

○事務局：はい。ありがとうございます。 

○委員：サービスポイントについて、16 ページの２－４、２－５ですが、ブッ

クポストの返却資料数の利用数増を目指す、となっています。図書館のヘ

ビーユーザーである私としては、できるだけブックポストを利用せずに、

所蔵館に返すよう心がけていましたので、ブックポストの返却数を増やさ



 

 

なくてはならないと聞いて「あっ、そうなの？」と思ってしまいました。

これは、返却場所がそこにあると知らない人の利用を増やしたい、という

意味でしょうか。「利用増を目指す」という文言だけでは伝わらない気が

しました。先ほど他の委員からも話が出ましたが、「ここに返却できる」

という広報があっての増だと思うので、それを補足する文言が欲しいで

す。 

○事務局：はい。改めて検討させていただきたいと思います。 

○会長：はい、他にございますか。 

○委員：ありがとうございます。質問２件です。まず、今回指標の修正という

ことなんですけれども、新しいことを始めるにはスクラップアンドビルド

が必要だと思います。全体的な方向性として、ここに注力するけれども、

ここは少し減らしていこう、というような、全体的な方針があれば教えて

いただけますか。 

○事務局：そうですね、電子図書館サービスの利用促進を行っていくことは、

図書館に行かなくても気軽に読書を楽しめるように、ということで、近年

注力しているとは言えると思います。しかし、それに伴って何か事業を削

減したということは、今回特にはありませんでした。確かにスクラップア

ンドビルドというのは、大事な考え方ではあるんですが。 

○事務局：全体的な方針ということで、確かに委員の仰るとおり、明確な、根

本的な方針は整理できていなかったと思います。こういった指標を定める

に当たって、いわゆるアウトプットじゃなくてアウトカムということがよ

く言われるので、「我々はこれだけやった」ではなく、それに対して市民

の方がどれだけ利用してくれたか、どれだけ便利に感じてもらえたかと

か、そこがちょっとこの指標の中では表し切れていなかったかなと反省し

ているところです。 

○委員：もう１点、15 ページ、１－７の電子書籍資料所蔵件数、というところ

で、指標の説明に「電子書籍で所蔵する有効資料の点数」とありますが、

ここで言う電子書籍は、「電子図書館でアクセス可能な資料」という意味

でしょうか。 



 

 

○事務局：電子書籍は、購入というより、業者からライセンスを借りるという

形をとっているため、すべての電子書籍を１度購入すれば、それ以降ずっ

と使っていけるというものではありません。多くの場合、２年まで、貸出

回数が 52 回までなどの制限がありますので、どんどん増やしていけるわけ

ではなく、時期が来るとアクセスできなくなってしまいます。今回お示し

している数字は、計測時点で有効であるものという意味です。ライセンス

自体を購入するものもありますが、少しずつの増加にはなってしまいま

す。 

○委員：電子書籍を「所蔵している」と言うと、例えば図書館で持っている資

料をデジタル化して、図書館のサーバーに入れて所蔵するというHoldingの

意味と、今御説明されたように、他のサーバーにある電子書籍に対するア

クセス権を契約して取得し、アクセスするという、その２つがあるかと思

います。一般的にアクセスの方には「所蔵」という言葉を使わないので、

「アクセス」という言葉を使われた方がいいのではないかと思いました。 

○事務局：そうですね。他項目「アクセス件数」と混同してしまうことも考え

られますので、表現の仕方については今後検討させていただきます。 

○委員：所蔵というと、やはり「持っている」という意味になるかと思います

ので。 

○委員：図書館運営に限ったことではありませんが、目標は立てることが目的

ではありません。目標値を立てることによって改善していくことが大事だ

と思います。この資料だとどうしても数字がポイントとして見えてしまう

ように思います。令和５年度の実績と、令和８年度の目標値がそれぞれ点

になってしまっていますので、もう少し比較する情報、経年の情報を合わ

せて御検討いただきたいなと思いました。 

今後、新たな図書館を作っていくとなると、もう少し長いスパン、５

年、10 年でこの数字の動きを見て、地域の変化やコロナ禍の影響も考慮し

て目標を定めていくことが大事だと思います。また、数字だけでなく、そ

の数字の背景や、数字に直接出てこないような取り組みも含めて点検して

いくことが望ましいと思います。あくまでも目印になるのがこの数字だと



 

 

いう前提をきちんと確認できるとありがたいなと思いました。 

○会長：この目標値というものは、基本的な数式があって、それに当てはめて

値を出してる、というわけではないんですよね。あくまで裁量で出してい

る数字なんですね。はい。他に何かございますか。 

○委員：３－３外国語資料の所蔵冊数に関してなのですが、設定理由に「一定

以上の水準」を維持するものとして記載されていますが、具体的にはどの

ような水準を設定していますか。 

○事務局：外国語資料の所蔵については、現在、書架スペースが満杯のような

状態になっています。新しい資料を購入するにあたって、利用の少ないも

のを除籍してリサイクルに回すことになってしまいます。利用状況を鑑み

て、最新の版に入れ替えるなどして、利用者目線で選書していくというこ

とにどうしてもなっていきます。利用者に利用していただけるような水準

を求めて、選書していきたいと思っています。 

○委員：ありがとうございます。他の図書館の事例を見ると、ただ英語で書か

れたもの、中国語で書かれたもの、というだけでなく、日本語を学習した

いというニーズをお持ちの方もいらっしゃるようです。ニーズの調査を実

施していただければ、実際にどのような資料が求められているのかがわか

るのかなと思います。また、ニーズ調査を行うには、やはり外国籍の利用

者に来ていただくことも大事だと思うので、イベントなどを通して集客し

ていくと良いと思います。 

○委員：はい。18 ページの７－１に関してです。利用者満足度調査の満足度が

80％以上、という目標がありますが、この指標では「満足」「やや満足」

を合わせた割合を算出していますが、逆に不満だと感じる方は、どのよう

な理由で不満に感じたのだと思いますか。 

○事務局：はい。手元に資料の用意がないため印象でお答えいたしますと、ま

ず中央図書館には専用の駐車場がないので、駐車場からここまで歩かなく

てはならない、という駐車場に関する御意見、御不満が圧倒的に多いかな

と思います。あとは休館日が多い、開館時間を午後９時までにして欲しい

など、そのような御意見が多かったように感じています。 



 

 

80％は確かに高い水準ですが、これは主に図書館に来館したことのある

利用者の御意見なので、当然図書館が好きな方が多いと思われます。その

ため、満足度 80％というのは、結構簡単に達成してしまうのかなと思いま

す。以前、図書館協議会でも御意見いただいたのですが、図書館を利用し

ない方の意見も大事に拾わないといけないと思っております。 

○委員：さまざまな考えの方がいらっしゃいますので、現状どのようになって

いるのかなと思ってお伺いしました。ありがとうございます。 

○会長：はい。他にございますか。 

○委員：はい。質問が１点ございます。15 ページ、1－7 の電子書籍の充実に関

してですが、今後電子書籍を充実させる上で、例えば、学校司書の方々か

ら「こういったものを増やしてもらえるとありがたいです」などというよ

うな意見をもらうような場面などは、お考えでしょうか。 

○事務局：年に１度、学校司書の方を対象に研修会を行っていますので、そう

いった場面で御意見をうかがう機会は設けられるかと思います。また、研

究学園小学校、みどりの南小学校の学校開放事業を行っておりますので、

そこで学校司書の方とコミュニケーションをとったり、学校の先生からも

御意見を頂戴したりするようにはしていきたいと思います。 

○委員：ありがとうございます。 

○会長：先ほど少し話に出たのですが、小中学生の電子書籍の利用は非常に多

いんだけれども、小中学生はどこで電子書籍を読んでいるのでしょうか。

学校で読んでいるのか、それともタブレットを持ち帰って自宅で読んでい

るのか。 

○委員：両方あるとは思うんですが、例えば学校でタブレット端末を使ってい

る活動の合間、時間が少しできたときに、そこでも電子図書館にアクセス

をすることができるのが大変ありがたい部分だとは思っております。 

○会長：学校としてはありがたいことだと。分かりました。 

○事務局：：すみません。先ほど委員からいただいた利用者満足度調査に関す

る御質問について、補足がございます。指標として設定している利用者満

足度は、毎年実施している調査の中の一つの設問で、総合的な満足度とし



 

 

て御回答いただいているものになります。この設問以外にも、図書館サー

ビスの各項目に対する満足度ということで、７つの項目を設定し、各項目

における満足度を回答していただいています。例えば、スタッフの対応、

調べもの相談・レファレンスサービス、開館時間・開館日数などですね。 

その中で、不満と回答した方が多く見受けられたのが「所蔵資料の数や

種類」です。「不満」「やや不満」と回答した方が約 38％と、他の項目と

比較するとかなり大きな割合でして、それが総合的な満足度に繋がってい

る可能性はあるかと思います。総合的な満足度に「不満」と回答する方の

中には、所蔵資料の数や種類について満足に思っていない方がかなりいら

っしゃるんじゃないかなと思っております。「不満」と回答した理由につ

いて記述形式で御回答いただいているわけではないため、推測にはなって

しまうのですが、今申し上げたような要素はこちらで認識しております。 

○会長：はい、ありがとうございます。 

○委員：所蔵に関する御意見があるということは分かりました。図書館側とし

ては所蔵に対して、足りていないと思う部分はありますか。予算があって

すべて購入できるわけではないと思いますが、基本的な資料については押

さえている、という認識をされていますか。 

○事務局：はい。実は最後の議題のところで少し触れようかと思っていたんで

すが、今日追加でお配りした資料に、Ａ３の横長の資料があるかと思いま

す。「日本の図書館：統計と名簿」という統計資料から、人口 20 万人以上

30 万人未満の市立図書館のうち、中央館、本館のみの数字を拾い、順位づ

けをしたものになります。 

延床面積が、20 万人台の市立図書館が 39 市あるのですが、つくば市はそ

のうち 32 番目ということで、相対的にはかなり狭いということがわかりま

す。一方、個人貸出数、表の右から２番目になりますが、つくばは上位２

番目にいるということで、非常に利用が多いということがわかるかと思い

ます。また、受入冊数、左から３番目の表ですが、９位で、１万９千冊ほ

ど受け入れているのですが、その左の表の所蔵数を見ますと、20 位、45 万

９千冊となっています。 



 

 

それなりに利用者の方の要望に応じたラインナップを揃えて購入はでき

ていると認識していますが、図書館の面積が狭いことから、書架が不足し

ており、蔵書としてはなかなか増やせていないという状況です。そのよう

な背景から、先ほどの不満の理由のように「本の数が少ない」などの御意

見が出てきてしまうのかなと分析しております。 

また、よく「新しい本がないよね」と言われてしまうのは、先ほどの非

常に多い貸出数に比例するものかと思います。新しい、人気のある本は常

に貸出中なので、書架に並んでいないことは当たり前なんですね。しか

し、利用者としては「つくばって新しい本がないよね」という印象になっ

てしまうのだと思います。推測にはなってしまうのですが、そのように一

部分析してるところはございます。 

○会長：はい。この貸出数２位というのは素晴らしいんじゃないですか。 

○委員：関連して、この人口20万人台の市町村の39館では、先ほどの満足度の

目標値はどのように設定されているのでしょうか。人口規模が同程度の図

書館でみたとき、つくば市は満足度が高いのか低いのか。他の自治体と単

純には比較できないかもしれませんが、この 80％以上という目標値をつく

ば市の中だけで考えるのではなく、本市は引越し等されてくる方も多くい

らっしゃいますので、同じような規模の図書館と自治体を参考に目標を設

定していくことも良いかと思いました。 

○事務局：ありがとうございます。 

○会長：よろしいですか。では４番、中央図書館のより快適な利用のためのリ

ノベーションについて、事務局お願いします。 

〔議事４ 事務局説明〕 

○会長：はい、委員からございましたらどうぞ。中庭のウッドデッキは、雨の

日は使えませんよね？ 

○事務局：そうですね。屋根はありません。 

○会長：写真の下の方の左側に、テーブルと椅子が見えますけども、これは毎

日、職員が出したり引っ込めたりするんですか。 

○事務局：家具については、一部備え付けのウッドデッキと同じ材質でベンチ



 

 

を作るか、別途購入するか、いずれにしましても、水濡れには強い素材の

もので入れる予定になっております。都度職員が家具を出したり入れた

り、という作業は発生しません。また、パラソルも設置予定のため、小雨

程度であれば利用できるかなと思います。 

○会長：はい。飲食可能と書いてありますが、自分で持ってきたお弁当とか何

かを広げてもいいということですか。それとも、何か販売するような場所

も置くということですか。 

○事務局：基本持ち込みという形になります。現状を見ますと、夏休みに中学

生や高校生がお弁当を持って１日勉強していたりするのですが、現状です

とお弁当を食べるような場所もないので、ぜひこのようなスペースを使っ

ていただきたいと思います。勉強の合間にお弁当を食べて、御友人とお喋

りをして、午後からまた勉強をする、というようなイメージです。 

○会長：ショップを用意するとか、そういうことではないんですね。 

○事務局：そうですね。今のところは、個人で持参されるコンビニのお弁当ぐ

らいの想定ではおります。 

○委員：はい。飲み物が良いとなれば、食べ物も多少は、となってしまうのは

致し方ないのかもしれませんが、そこまでしなければならないものなので

しょうか。外でも紙の資料を閲覧するようなケースは当然想定されますの

で、やはり資料の汚損が気になってしまいます。あまり、飲食目的の人が

出入りするのはどうなんでしょう。にぎやかで楽しい、というのは良いと

思いますが、あまり度が過ぎるようになると、図書館としてはちょっとど

うなのかなと思います。また、台風のときには、やはり家具は中に取り込

まなくてはならないと思いますので、スタッフの方のお手間が増えてしま

うのではないかと思います。あまり「食事」を強く押し出さず、図書館か

らあまりかけ離れない方が良いのではないか、という意見でした。 

○事務局：はい。運用、運営の方法については、まだこれから決めていく段階

です。ただ、冒頭に申し上げたように、「図書館イコールお喋りは駄目、

飲食全く駄目」という概念からは少し離れて、もっと気軽に図書館に来て

欲しいと思っております。ある程度長い時間滞在して欲しい、という意図



 

 

があり、今回計画しているところです。細かい運用、運営面については、

皆様にも御相談しながら検討していきたいと思います。 

○委員：資料にある細かい設計とイメージ図を拝見しました。25 ページの図２

を見ますと、お年寄りの方、車椅子の方、ベビーカーの赤ちゃん、小さな

子どもが描かれていて、このようなイメージが実現したらいいなと思いま

した。 

お尋ねしたいのは、什器、机椅子などについてです。これらは既に決定

されているのでしょうか。屋内ですと、例えば児童用のコーナーであれ

ば、小さい子ども向けの机椅子があると思います。確かにこの中庭は屋外

ですし、ベンチのようなところに小さい子どもが座ることもできるとは思

いますが、「自分たちにとって居心地のいい空間」だと感じてもらうため

には、大人向けの什器だけでなく、子どもが座ることなども想定して、一

部子ども用の什器を導入すると良いのではないでしょうか。開放的な空間

なので、子どもが走り回ってしまったりすることもあるかと思いますが、

ぜひ開放的で、かつ居心地の良い空間になることを願っております。 

○事務局：そうですね、設計上は既にある程度の案が出ているのですが、今い

ただいたお話が大変参考になると思いましたので、実際の施工の際、調整

しながら取り組んでまいりたいと思います。 

○委員：はい。図書館懇話会のシンポジウムに参加させていただいたときに、

「ワインを飲みながら読書ができる」というワードが出たことが印象に残

っています。それは実現するには時間がかかる、もしかしたら遠い目標と

言えるかもしれませんが、こういった形で、少しずつそこに近づいていく

図書館の姿勢がありがたいなと思っています。 

おそらく今後、色々必要なことも出てくるかと思います。雨天時のため

に仮設の屋根を付けて欲しいとか、夏だと強烈な日差しのあるときに日陰

を作って欲しいとか。ただ、要望をすぐに取り入れるのではなく、広く視

野を持って御意見を聞いていただければなと思います。お子さんたちが喜

んで来て、走り回ってしまう想像もできるのですが、「基本的にはここは

図書館だから」という一貫性のようなものがないと、際限なく賑やかにな



 

 

ってしまう心配はあります。基本の姿勢としては、あくまでも図書館であ

って、前より自由度が増えたという形で皆さんが楽しんで読書ができると

いいなと私も思います。 

○会長：はい。それでは、５番、複合機能を持つ新たな図書館の整備検討につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

〔議事５ 事務局説明〕 

○会長：分かりました。図書館協議会の回数も、２回から５回くらいに増える

可能性があるということと、委員から意見を色々出してこの事業に協力し

ていくということですね。新しい図書館ができるとして、この中央図書館

を無くすということはないのでしょうか。 

○事務局：現在、中央図書館の移転というとらえ方は全くしておりません。中

央図書館はこのまま、施設として残していきたいと思っております。中央

図書館を移転して新しく建て直す、という話は出ておりません。 

○会長：そうすると、もう１つ新たな図書館ができるというイメージですね。

非常に大掛かりな話になってきますね。敷地も相当広く必要だろうし、建

物の階数も、３階４階建てぐらいにはなっていくのでしょうか。楽しみで

すね。このことに関して、御意見がありましたらどうぞ。 

○委員：御説明いただきありがとうございました。とにかくワクワクしながら

聞かせていただいておりますし、私たちも図書館協議会の委員として携わ

ることができるということで、楽しみにしております。 

やはり、市民の意見を丁寧に聞きながら作っていくことが非常に大切だ

と思っております。協議会のメンバーの皆様は、どちらかというと図書館

が大好きで、図書館に通い進めてる側の図書館肯定派の方が多いと思うの

ですが、これからみんなの図書館として作っていく新しい図書館について

は、これまで図書館にいなかったような人たちが来る図書館、という視点

が非常に大切だと感じています。ですから、市民アンケート、ヒアリング

などどのような方法であっても、今まで図書館はちょっと苦手とか、あま

り行ったことがないという方々からもお声をいただけるような機会をぜひ

作っていただきたいと思います。 



 

 

それから、図書館を建設する用地として、学校の場合には「学校建設予

定用地」が確保されていたりしますが、何かそういう想定されてるような

場所が現在あるのか、場所の検討からされていくのか、わかる範囲で教え

ていただければ幸いです。 

○事務局：はい。用地については、一切決まっておりませんし、具体的な検討

はしておりません。ただ、市長のマニフェストを見ますと、「TX 沿線に検

討していきます」と市長は言っています。 

○会長：駐車場は必須ですよね。中央図書館も、駐車場があればもっと使い勝

手が良いわけですから。広大な土地をこれから探すのでしょうね。はい、

他にはありますか。 

○委員：はい。ワクワクするような機会で、大変楽しみに思っております。１

つ考慮したほうが良いかと思うのが「図書館とは何か」ということです。

今日この図書館協議会の場でも、「図書館だからこういうふうにやりた

い」とか、「図書館だから」というようなお言葉がいくつかあったかと思

います。 

ですが、今「図書館」というものは大きく変わりつつあります。例えば

本日お配りいただいた資料に「ふれあいライブラリーパーク」の資料があ

りましたが、その中に「人と人、人と本、本と本がふれあう」というフレ

ーズがあります。これは懇話会においてもかなり議論になった部分です。

これまでの図書館は「人と本」が触れ合う場所でしたが、「本と本」につ

いては説明を省きますが、ここに新たに「人と人」が加わっています。 

どんな図書館を作っていきたいのか、市民の皆様から御意見をいただく

前に、まず今の「図書館」の世界的な動向を共有して、図書館というもの

が本を読むだけの場所、静かにするだけの場所ではなくなってきていると

いうことを共有しておく必要があるかと思います。その共有の後にディス

カッションをするようにすれば、魅力的な図書館についてより良い議論が

できるのではないかと思います。 

先進事例の訪問というお話がありましたが、私はぜひ海外に行っていた

だきたいなと思います。１つ情報共有させていただきますと、例えばイギ



 

 

リスでは、10 数年前に「図書館を使わない人は、なぜ図書館を使わないの

か」ということを調べる、大きなプロジェクトがありました。そこで、図

書館に来ない方は、そもそも図書館を自分たちの居場所だと思っていな

い、という衝撃的な結果が出ました。そのため、一部の図書館は「図書

館」という名前を捨てて「アイデアストア」という名称に変更し、これま

で図書館でやってこなかったようなサービスも展開しています。例えば、

中にキッチンを作って、そのキッチンでさまざまな国籍の方が自国の料理

方法を教えながら一緒に料理することを通じて文化を学ぶなどといったこ

とです。そういった場所に図書館が使われているという事例があります。

そのような改革をしたところは、新しい図書館ができたときに、利用が以

前の４倍増加したというデータもありますので、ドラスティックな何か、

つくばならではの何か、という新しいことをできたらいいなと思っていま

す。 

まず、市民の皆様の御意見を聞く前に、新しい図書館の事例、画期的な

取り組みなどについて情報を共有していくことが重要だと思います。 

○会長：はい。先ほど神奈川県大和市の、最先端の図書館のお話が出ていまし

た。私たち委員がそれぞれ直接調べるのもいいのですが、もし図書館の方

で資料をそろえられたら「これぞ最先端」と分かるような資料を用意して

いただけるといいなと思います。 

あるいは、パターンの違う３館とか、最先端の上位から３つとか、資料

を用意していただけると助かります。 

○事務局：大和市のシリウスに関しては、委員がお詳しいです。 

○委員：適宜資料などは共有できるかと思います。あるいは見学会の場ももし

設けられれば。 

○会長：図書館協議会の回数が増える可能性があるということですし、皆で映

像でも見ながら説明をしていただけるといいと思います。皆で視察に行く

ということも難しいと思うので。そういう機会も設けられたらいいです

ね。はい、他にありますか。 

○委員：新しい図書館のお話をありがとうございます。とてもわくわくします



 

 

が、その前に、図書館を考える前に、つくば市が市民の読書や教育、図書

館のことも含めて読書全般に対して、どのような姿勢を持っているのか、

どうしていきたいと思っているのか、そのロードマップも示していただき

たいなと思います。 

今回、図書館概要が面白かったので、色んな地域の図書館の概要を見比

べてみたのですが、浦安、立川、水戸、つくばは、年間予算や人口が大体

似ていて、蔵書冊数を比べると、つくば市の中央館が持ってる蔵書冊数が

やはり圧倒的に少ないことが分かりました。スペースがないからなんだ

な、と考えたときに、今回新しい図書館の検討が始まったことは嬉しいこ

とだと思います。 

その後、貸出数についても見てみました。分館の数がそれぞれ違うので

すが、年間の貸出総数における分館と中央館の比率を見ますと、つくば市

の中央館の割合は、69.3％ありました。つまり、つくば市の中央図書館

は、ものすごく利用が多いということです。司書さんたちはいつも頑張っ

ていらっしゃるんだな、すごい回転率の貸出で日々苦労されているんだ

な、と分かりました。一方、浦安や立川だと、中央館の割合が 31％なんで

す。分館が機能しているということだと思いますし、実感としてもそう思

います。 

私は今、谷田部の交流センターに一生懸命通っているのですが、受取館

としてはいいですし、司書さんたちは一生懸命、本当にサービス精神いっ

ぱいで対応してくれるんですけれども、棚の前に立っても全く楽しくな

い。本棚が生きてないんですね。この「ふれあいライブラリーパーク」の

フローに従って変わっていって、まずは交流センター図書室が分室扱いに

なりましたが、分館の利用率が低いということは、地域間格差だという捉

えることができますし、つくば市の図書館の一番の問題点は、地域間格差

だと思います。 

新しい図書館ができるとしても、研究学園の人たちだけが利用して、他

の地域の人たちが、自分たちのための図書館として利用していきたいって

いう気持ちになるかというと、距離的には難しい。今後もっと高齢化が進



 

 

んでいきますし、新しい立派な図書館を作っていくっていう前か、それと

同時に、地域のそれぞれの拠点となるような、しっかりとした分館、書架

も生き生きとした分館の充実が、私は実は一番大事なのではないかと思い

ます。そうでないと、結果として将来の、10 年後、20 年後、30 年後のつく

ば市の図書館が、市民にとって必要なものだと思ってもらえないのではな

いかと。つくば市が研究学園都市だけが大事で、そこだけで図書館が大好

きです、というだけでは成立しないものなのではないかと思います。 

つくば市は、子ども読書推進計画を持っていませんよね。子どもが多い

地域なので、推進計画をきちんと立てて、どのようにつくば市の読書環境

を整えていくのか、学校図書館も分館も含めて全体のことを市として考え

て、指し示して欲しいと思います。 

○委員：これまで各委員から出た意見にすべて共感した上でお話しますが、議

論の進め方についてです。今回この事業名は「複合機能」という言葉では

じまっていますが、これは全国的にも公共施設の再編、複合化の動きがあ

る中でのことだと思います。ただ、機能ベースで議論していくと、どうし

ても既存の図書館や公共施設などの定まったイメージが先にあり、「これ

とこれをくっつけたらいいんじゃないか」という後ろ向きの議論になって

しまうので、ここは機能ベースではなく、ぜひ目的ベースで進めていって

いただきたいと思います。「こういう目的のためには、どのような施設が

良いのだろうか」ということから考えて、これまでの「図書館」のイメー

ジだけではなく、海外も含めたさまざまな先進的な動き、情報を集めなが

ら議論ができるといいのではないかなと思います。新しい施設で何を生み

出していくのかという視点を忘れないように、その問いを軸に据えて議論

していくことが大事だと思いました。 

○事務局：ありがとうございました。例えば交流センター機能を入れます、子

どもが遊べるスペースを入れます、というようにただ寄せ集めるのではな

く、集めたことによってそれらが融合するような施設にならないかな、と

いうことは意識して考えているところです。ただ合体させて「あそこに行

けば何でもあるよ」だけではなくて、「あそこに行くと意外にこういう発



 

 

展があったよ」というように、融合できるようなものがあるかなと思いま

す。 

「もっと図書館を利用してよ」とよく色々な課に言っているのですが、

図書館では関連する本を集めたりして、何でもコラボしやすい面がありま

すので、色んな機能を合わせる場所としては、敷居が低い施設なのかなと

思っています。 

○会長：分かりました。ありがとうございます。これは相当、我々の頭も柔軟

にしないといけませんね。既成のあれこれだけでは、遅れてしまいます

ね。今後が楽しみです。それでは、事務局にお返します。 

 

５ 閉会 

○事務局：はい。長時間にわたりまして、議論いただきありがとうございまし

た。まだまだ御発言が足りないところがありましたら、この会場は４時以

降も開いておりますので、皆様の御都合がよろしければ、この議題に限ら

ず、フリーでディスカッションしていただければと思っております。あり

がとうございました。 

○会長：はい。そのうち勉強会なども開かないといけないかもしれませんね。

それでは、今日の会議を閉じます。ありがとうございました。 
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